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大阪市交通局 広報担当課長（仮称）候補者 公募要綱 

 

平成 22年 12月 

大阪市交通局 

 

 大阪市交通局では、安全輸送等の交通事業者としての取組みにとどまらず、

本市の一部局としての立場を活かした施策やこれまでにない発想に立った新た

な施策を展開することにより、市民・お客さまへ利益を還元するとともに、企

業としての社会的責任の遂行や、社会一般への貢献に努めていくこととしてい

ます。 

こうした取組みについて、民間企業における広報・報道対応の業務経験によ

って得られた知識・ノウハウを活用し、市民・お客さまに効果的かつ戦略的に

情報発信を行っていくため、またあわせて事故・トラブル発生時における的確

な情報発信など危機管理広報機能の一層の充実を図るため、広報・報道関係業

務に関する専門知識・経験を有する人材を対象とした公募を行います。 

 

１ 公募内容 

（１）職務内容等 

採用予定人員 
1名。ただし、選考の結果、適任の方がいない場合は、

採用を見合わせることがあります。 

職種及び役職 
事務職員 

広報担当課長（仮称） 

職 務 内 容 

・交通局が実施する施策に関する情報発信についての

企画立案 

・当局職員に対する広報、報道関係業務の指導及び育

成 

・報道機関との連絡調整や対応業務等 

（２）任用期間 

   平成 23年４月 1日から平成 26年 3月 31日まで 

   ただし、更新により平成 28 年 3 月 31 日までの範囲で任用期間を延長す

ることがあります。（「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する

法律（平成 14 年法律第 48号）」の規定に基づく。） 

（３）勤務場所 

   大阪市交通局（大阪市西区九条南１－12－62） 

 

２ 応募資格 

 次の要件を満たす人が応募できます。 

（１） 民間企業等において、広報に関する実務経験を５年以上有するとともに、

管理職（課長職以上）として広報戦略の企画立案に関する経験を１年以上

有する人 
  ※ なお、「民間企業等」とは法人格を有する会社を指し、財団法人、社団法人、ＮＰＯ

法人等も含み、「経験」とは非常勤のアルバイト、パートタイマー、公務員としての経
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験は含めません。また、実務経験が複数の企業等にわたっている場合は、それらの期

間を通算することができます。 

（２） 日本国籍を有する人 

（３） 次のいずれにも該当しない人 

 

ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む） 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者 

ウ 大阪市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 

エ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法（昭和

25年法律第 261号）第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は

これに加入した者 

 

３ 勤務条件等 

服  務 

任用期間中は、営利企業等への従事制限など、地方公務員法の服

務に関する規定が適用されますので、営利企業等で勤務されている

方が採用となる場合は、現在の勤務先を退職していただく必要があ

ります。 

給  与 年収（税込）900万円程度 

勤務時間 8時 30分から 17時 15分（休憩時間 60分を含む） 

休  日 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日 

（３）12月 29日から翌年 1月 3日までの日（前号に掲げる日を除

く） 

休  暇 年次休暇及び特別休暇（夏季、忌引等に要する休暇） 

その他 

（１） 年金・健康保険については大阪市職員共済組合に加入とな

ります。 

（２） 上記内容は改定等により変更されることがあります。 

（３） 詳細は採用決定後にお知らせします。 

 

４ 選考方法 

（１）第１次選考（書類審査） 

   提出された職務経歴書、実績調書、論文等に基づき、職務に対する適性、

能力、意欲等について審査します。 
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   なお、選考結果を応募者全員に、第２次選考の日時・場所を合格者に通

知（郵送）します。 

（２）第２次選考（個別面接） 

   １月下旬に、職務に対する適性、能力、意欲、姿勢等について面接を実

施します。 

   なお、選考結果は、２月中旬に全員に通知（郵送）します。 

   また、第２次選考合格者については、応募資格の要件について、本籍地

のある市町村や関係先へ照会していただく場合があります。 

 

５ 申込手続 

  受験申込については、持参による申込受付を行いませんので、必ず郵送で

申込みください。 

申込み方法 

 

【受付期間】 

平成 22年 12月 21日（火）から平成 23年１月 18日（火）まで 

（１月 18日必着のこと） 

【提出先】 

〒550－8552 

大阪市西区九条南 1－12－62 

大阪市交通局職員部人事・勤務条件担当 

【必要書類】 

（１）公募申込書 

（２）実績調書 

（３）職務経歴書 

（４）下記６の要領により作成した論文 

（５）誓約書 

 

上記書類を封筒（封筒の表に「公募申込」を朱書のこと）に入れて必ず

簡易書留により郵送してください。なお、簡易書留以外の方法により送付

された場合の事故については責任を負いません。また、料金不足の場合は

受け付けません。 

【注意事項】 

（１）提出書類に不備がある場合は、提出書類を返送することがあります。

なお、このために申込の遅延が生じても、本市は一切責任を負いません。 

（２）提出書類はお返しいたしません。なお、提出書類等により取得した個

人情報は、選考以外の目的には一切使用いたしません。 

 

６ 論文の作成要領 

 次のテーマについて論文を作成してください。 

（１）テーマ 

  「大阪市営交通事業の今後の施策展開について（案）」（平成 22年９月交通
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局発表）に掲げている様々な施策の戦略的な情報発信について 

（２）内容 

  「大阪市営交通事業の今後の施策展開について（案）」に掲げている施策の

戦略的な情報発信について、あなたなら、どのような観点・手法を検討し、

その具体化を行っていくか、論じてください。 

（３）字数 

  2,000字から 3,000字程度（A4用紙横書き） 

＜参考＞ 

「大阪市営交通事業の今後の施策展開について（案）」 
※ 交通局ホームページでご覧いただけます。 

  

７ 要綱・申込書等の請求 

インターネットから

ダウンロードする場

合 

＜ダウンロードできる書類＞ 

公募要綱 

公募申込書 

実績調書 

職務経歴書 

誓約書 

※ 大阪市交通局ホームページからダウンロードしてい

ただけます。 

※ ご使用の環境により、また、ホームページの保守・

整備等のため、ダウンロードできない場合があります。 

郵送で請求する場合 

封筒の表に「公募要綱請求」と朱書し、角形 2 号の返

信用封筒（A4 判のノートが入る大きさ・120 円切手〔速

達の場合は 390円切手〕貼付・郵便番号とあて先及び「公

募要綱請求」明記）を同封し、大阪市交通局職員部人事・

勤務条件担当あて請求してください。 

 

８ 問い合わせ先 

 大阪市交通局職員部人事・勤務条件担当   TEL 06-6585-6268 
(8時 30分から 17 時 15分まで。土日祝祭日及び 12月 29 日～1月 3日は除く) 

E-mail  syokuin_saiyou@kotsu.city.osaka.lg.jp 

ホームページ URL http://www.kotsu.city.osaka.jp/ 

http://www.kotsu.city.osaka.jp/news/news/h22/100910_sesaku-tenkai.html
mailto:syokuin_saiyou@kotsu.city.osaka.lg.jp
http://www.kotsu.city.osaka.jp/
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大阪市交通局広報担当課長（仮称）候補者 公募申込書 

 

                            平成 年 月 日現在 

ふりがな  性別 

男・女 氏名  

㊞ 

 

生年月日 昭和  年  月  日生（   歳） 

 

 

 

 

 

 

現住所（必ず電話番号まで記入してください。住所は、番地まで詳細に、マンション等の場合は○○号室まで記入し

てください） 

ふりがな  

住所 郵便番号（     ―   ） 

 

 

電話    （    ）   呼出（   ）方/携帯電話    （   ） 

 

連絡先（現住所以外で昼間に連絡がとれる連絡先がある場合に記入してください） 

ふりがな  

住所 郵便番号（     ―   ） 

 

 

電話    （    ）   呼出（   ）方/携帯電話    （   ） 

 

学歴（最終学歴とその前の学歴について記入してください） 

学校名 学部・学科名 期  間 卒業・修了・中退の別 

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

 

志望理由 

 

＜記入上の注意事項＞ 

１ 黒インク又は黒ボールペンを用い、かい書でていねいに記入してください。 

２ ※印の欄には記入しないでください。 

３ 連絡先欄は連絡先が現住所と同じ場合は記入不要です。 

４ 写真を必ず貼付してください。 

５ 様式は変更しないでください。 

 

平

成

  

年

  

月

撮

影 

※ 

写真を貼付 

※３か月以内

に撮影したも

の。（縦 4ｃｍ、

横 3.5 ｃｍ程

度） 

 

受験番号 
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           実 績 調 書 

 

 民間企業での広報業務に関する実務経験について、その具体的な内容を記載してください。 

（  枚のうち  枚目） 

〔実績〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜記入上の注意事項＞ 

１ ※印の欄には記入しないでください。 

２ 用紙が不足する場合は、適宜複写してください。 

３ 様式は変更しないでください。 

 

本調書の記載事項は事実に相違ありません。 

 

平成  年  月  日 

氏名                 ㊞ 

受験番号 
※ 
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職 務 経 歴 書 

 

 

 最近の経歴から順次記載してください。 

同一勤務先でも、部署・職名が異なるものは分けて記載してください。 

（  枚のうち  枚目） 

勤務先 部署・職名 期間 職務内容 

    

    

    

    

    

＜記入上の注意事項＞ 

１ ※印の欄には記入しないでください。 

２ 用紙が不足する場合は、適宜複写してください。 

３ 様式は変更しないでください。 

 

本経歴書の記載事項は事実に相違ありません。 

 

平成  年  月  日 

氏名            ㊞ 

 

受験番号 
※ 
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誓 約 書 
 

 

平成  年  月  日 

 

 

大阪市交通局長 様 

 

 

私は、次のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

 

（氏  名）                            ㊞  
 

 

（住  所）                               

 

 

（生年月日）         年  月  日生 （   歳）       

 

 

 

 

１．日本国籍を有しない者 

 

２．成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む） 

 

３．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

 

４．大阪市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者 

 

５．人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法（昭和 25 年

法律第 261 号）第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

 

６．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加

入した者 

 

 

 


